
就学前教育・保育部会資料３ 

令和８年３月１６日 

保育・幼児教育課／就園管理課 

市の課題 

国の財政支援 

メニューの活用 

必要な対策 

 

 

「保育提供体制の確保のための実施計画」 

 
 

１ 実施計画の目的及び概要 
（１）目的 

本計画は、国の「保育政策の新たな方向性」等の実施方針に基づき、本市における保育需要と提

供体制の「見える化」を図るとともに、地域の実情に応じた保育提供体制の確保・強化を推進するこ

とを目的とする。 

 

（２）概要 

本市では、岡山市こども計画（子ども・子育て支援事業計画を含む）に基づき、保育提供体制の確

保に取り組んでいる。 

しかしながら、保育士不足の深刻化、障害児保育への対応など、課題が顕在化している。 

このため、令和８年度においても国の財政支援を活用し、保育士確保・定着対策など、保育提供

体制の維持・強化を図る。 

 
 
２ 地域の課題に応じた保育提供体制確保のための対策 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 市単独財源のみでは継続的な支援が困難であり、国の補助による財政支援が不可欠 

・保育士の有効求人倍率  

全国 3.78 倍、岡山県 6.28 倍 

･市内保育士養成校の卒業生が減少

（H29→R6 ２３％減） 

・待機児童解消（R6～） 

･保育士確保策の継続 

･保育の受け皿の維持 

･寄り添った入園相談 

･保育士不足の深刻化 

･配置基準見直しへの対応 

･障害児保育への対応強化 

･待機児童解消の継続 

 

･保育士宿舎借り上げ支援事業 

･一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ） 

･利用者支援事業 

（保育コンシェルジュ配置） 

 

・市外の保育士確保を促進、離職防止 

･既存幼稚園施設を活用 

・保護者への情報提供・利用支援 
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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）利用定員の設定について（報告） 
 
 

１ 制度の概要 
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に

対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、親が働いていな

くても、子どもを月一定時間まで保育園等に預けられる新たな制度『こども誰でも通園制度』が創設

された。 

 

対象者       ：  ０歳６か月から満３歳未満の保育所等に通っていないこども 

実施場所    ：  保育所・認定こども園・地域型保育事業所・幼稚園等 

利用可能時間 ：  月一定時間（月１０時間） 

利用料      ：  １時間当たり３００円程度を標準に各施設で設定する 

 

 

２ 令和8年度 施設一覧 
 

№ 区 施設名、所在地、連絡先 受入日と時間 利用定員 

1 北区 南方岡山中央認定こども園 火 ～ 土 9:30～16:00 4人 

2 北区 ポストメイト保育園・岡山陵南 火 ・ 水 9:00～13:00 1人 

3 北区 岡北学園 月 ～ 金 8:30～13:00 5人 

4 北区 若草幼児舎 月 ～ 金 9:00～16:30 6人 

5 北区 つしま幼稚園 第１・第３火 9:00～13:30 48人 

6 北区 たかまつすくすく保育園 月 ～ 金 9:30～13:30 6人 

7 中区 柿の木こども園 月 ～ 金 9:00～13:00 5人 

8 中区 高島第一保育園 月 ～ 金 9:00～16:00 4人 

9 東区 江西桜こども園 月 ～ 金 9:00～17:00 10人 

10 東区 元気っ子西大寺保育園 月 ～ 金 10:00～16:30 1人 

11 東区 西大寺キリスト教会附属サムエル幼児園 月 ～ 金 8:30～17:00 6人 

12 南区 第二福田保育園 月 ～ 金 8:30～12:30 4人 

13 南区 灘崎認定こども園 月 ～ 金 9:30～16:00 4人 

 

岡山市の1時間当たりの利用定員                              

（開所日×開所時間×施設の利用定員）/受け入れ可能時間（8時間×22日）          46人 
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乳児等通園支援の量の見込み並びに供給体制についての計画の変更について 

（第３期岡山市子ども・子育て支援事業計画の代用計画） 
 

 

（１） 変更理由 
 

国の通知により、子ども・子育て支援事業計画に「乳児等通園支援事業の利用見込み量」と「提供

体制」を定めなければならないとされたため、以下の必要な事項を追加し、計画を変更するもの。 

 

（必須記載項目） 

・利用希望者全員の受入れを前提とした量の見込み 【記載済み】 

・提供体制を確保できるよう、必要な確保方策 

・教育・保育施設との円滑な接続体制の確保 

 

 

 

（２） 変更内容（追加） 
 

ア 提供体制の基本的な考え方 

（ｱ） 私立の保育園・認定こども園等の既存施設を活用し、市が事業実施を働きかけ、必要な受

入れ枠の確保を図る。 

（ｲ） 私立幼稚園・こども園に対し教育・保育への円滑な接続の意義等を周知し、実施主体の拡

大を図る。 

（ｳ） 地域的偏在が生じる場合などには、公立施設での実施を検討する。 

 

 

イ 教育・保育施設との接続体制の確保 

（ｱ） 地域の教育・保育施設と連携し、利用終了後の受入れ枠の確保に努める。 

（ｲ） 認定こども園及び幼稚園における満３歳児クラスの活用を促進し、教育・保育施設への円

滑な移行を呼びかける。 


